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本市の高齢者福祉に関する課題（案） 

 

 

（１）高齢者がいきいきと暮らせる地域づくりの推進  

①高齢者の地域活動への参加促進 

本市では、ＮＰＯ・ボランティア活動の啓発等に係るセミナーの開催や、老人クラブ・自主グループ

への支援、シルバー人材センターへの支援等を行ってきました。 

一方、市民一般調査では、高齢者の地域活動やボランティア活動、地域行事等への参加状況は、“参

加していない”が最も多く、就労状況も「仕事をする意思がないので、働いていない」が最も多くな

っています。しかし、これから参加したい活動では「自分の楽しみが得られる活動」が最も多く、「生

きがいや健康づくりができる活動」「興味ある知識や教養が得られる活動」と続いており、内容によ

って地域活動への参加が増える可能性がうかがえます。 

今後も、元気な高齢者の力を本市の高齢社会の地域づくりにいかせるよう、高齢者が培った能力や

経験をいかし、ライフスタイルや意欲に応じて参加できる地域活動への参加の仕組みと就労環境の整

備が求められています。 

 

②地域の支え合いの推進（アンケート①②の結果） 

本市では、地域の支え合いの推進として、地域福祉コーディネーターや生活支援コーディネーター

の配置、わがまち懇談会や準備委員会の開催支援などを行ってきました。 

市民一般調査、要支援・要介護認定者調査では、地域の支え合いとしてできることとして、どちらの

調査でも「安否確認など」が最も多く、ほかに「ちょっとした買い物」「災害時の手助け」「趣味な

ど世間話の相手」などが上位になっています。 

高齢者が地域で安心して暮らせるよう、高齢者と地域の人による支え合いを推進していくことが重

要です。 

 

（２）介護予防の充実 

①介護予防の普及啓発の推進 

本市では、介護予防の啓発普及のため「平成２７年度 元気一番!! 介護予防」「元気一番!! ふちゅ

う体操」のパンフレットの作成・配布や、ふちゅう体操の啓発普及を行ってきました。 

市民一般調査では、高齢者の介護予防に対する考えは、「意識して取り組んでいる」が３割半ばと最

も多くなっています。しかし、「興味はあるが、具体的な取り組み方がわからない」、「きっかけが

あれば取り組みたい」もそれぞれ１割半ば、１割強の回答がありました。 

筋力の低下は加齢に伴い、誰にでも生じること、また何歳になっても筋力の維持・向上が可能である

ことを理解してもらい介護予防に積極的に取り組んでもらえるよう、市民への普及啓発を行っていく

ことが必要です。 

 

②介護度の重度化を防ぐ施策の推進 

要支援・要介護認定者調査では、要支援・要介護認定者のほとんどの人が何らかの病気にかかったこ

とがあると回答しており、「高血圧症」「目の病気」「骨折・骨粗しょう症」が多くなっています。 

病気の要因は様々ですが、年齢を重ね自然と身体が弱くなり、動かさなくなったことも要因のひと

つであり、介護認定を受けている人の多くの要因は生活不活発病にあるとされています。 

適度な運動を行うことで要介護度は改善するとされているため、比較的軽度の要支援・要介護認定

者に対して重度化を防ぐ取組を推進することが重要です。健康寿命の延伸が必要であり、自立し安定

した生活を送るためには、少しでも早く介護予防に取り組む必要があります。 
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③身近な場所での住民主体による介護予防の推進 

市民一般調査では、市の介護予防として「誰でも気軽に参加しやすいように介護予防事業の内容を

改善する」「さまざまな介護予防事業を継続的に実施する」「身近な場所での住民が中心となった通

いの場の取組を推進する」が望まれています。 

また、住民主体の介護予防活動のために必要なこととして、高齢者からは「会場の確保」「活動する

仲間」「介護予防の知識と技術」、第２号被保険者からは「経費の補助」「介護予防の知識と技術」

「活動する仲間」が挙げられています。 

これらのことから、「誰でも気軽に」「継続的に」「身近な場所で」「住民主体で」、そして高齢者

の幸福度の視点から「楽しく」を加えた５つが今後の介護予防を推進するためのキーワードとして考

えられ、身近な場所での住民主体による介護予防活動を促進するため、市は会場の確保等の運営面の

支援が必要になります。 

 

④総合事業の推進 

本市では平成 29年４月から総合事業を開始しました。現行相当の通所・訪問介護と緩和した市独自

基準の訪問型・通所型サービスＡを提供していますが、市独自基準のサービスを提供するにあたって

は、現行相当との差別化を図っていくことが重要です。 

今後は、上記サービスに加え、訪問型・通所型サービスＢやＣ、そしてＤなど、地域の状況にあわせ、

必要なサービスを一体的なものとして提供していくことが求められます。 

また、一般介護予防事業における住民主体による通いの場は、従来の介護給付サービスだけではな

く、多様なサービスを展開していくうえでの基盤（受け皿）となり得ることからその支援を行います。 

 

（３） 認知症対策の充実  

①認知症患者への対応の充実 

介護保険サービス提供事業者調査では、利用者のうち医師から認知症と診断されている方が９割、

認定調査で認知症と思われる方も７割弱と多くなっています。一方、認知症患者の支援にあたっての

かかりつけ医との連携状況をみると“とれていない”との回答が５割を超えています。また、認知症

患者の支援に必要となることは、「認知症の人やその家族に対する支援が充実していくこと」が最も

多く約６割、「認知症の人を支援する社会資源（施設、サービス）がより増えていくこと」（５割弱）、

「認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れが示されること」（約４割）と続いています。 

高齢化の進行とともに認知症高齢者数は増加していくと推測されることから、認知症に対応できる

医師数を増やしていくことや、介護従事者の認知症への対応技術の向上が必要となります。 

 

②認知症を支える更なる地域づくりの推進 

本市では、認知症の正しい理解と認識を深めるための認知症サポーター「ささえ隊」の養成や、認知

症カフェの立上げ及び運営の支援、認知症ケアパスの作成・普及を行ってきました。 

一方、市民一般調査、要支援・要介護認定者調査では、「認知症サポーター｢ささえ隊｣養成講座」も

「認知症に関する講演会やシンポジウム」も、参加状況は１割、認知度は２～４割程度となっており、

普及活動が十分とは言えません。 

認知症は、高齢者人口の増加とともに増えていくこと、また誰にでも起こりうる可能性があるとい

うことを理解し、地域で支えあう仕組みを構築していくことが求められます。そこには地域住民だけ

ではなく、認知症疾患医療センターや地域の認知症サポート医が連携して関わっていくことが重要と

なります。また、認知症カフェや認知症サポーター、見守りネットワークといった地域資源を有効活

用していくことも重要になります。 

 

（４） 医療と介護の連携強化 

①地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて 

国では、第７期計画策定に向けた介護保険の見直しのポイントの１つとして「地域包括ケアシステ

ムの深化・推進」を挙げており、その中で「医療・介護の連携の推進等」が掲げられています。 
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医療と介護の連携：医療関係者調査では、医療と介護の連携を進めるうえで、連携の仕組みづくり

で必要なことは「多職種との顔の見える関係づくり、交流を進める」「府中市内に包括的な医療介護

の連携拠点を整備する」、人材育成で必要なことは「医療・介護の相互理解のための専門研修を進め

る」、サービス・基盤整備で必要なことは「独居の方や医療依存度の高い方が在宅で暮らせる支援策

を充実する」、相談支援・情報提供で必要なことは「在宅療養支援相談窓口の機能を充実させる」が

最も多くなっています。 

医療と介護の連携は、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、ますます重要となるため、連

携強化に向けたを着実に検討・実施していくことが必要です。 

 

②医療と介護の協働関係の構築 

在宅療養者への医療と介護の連携について、介護保険サービス提供事業者調査では４割強、医療と

介護の連携：医療関係者調査では３割強が“連携していないと思う”と回答しています。 

医療と介護の連携を図るためには、どちらの調査でも「医療と介護の関係者間で共通の目的を持つ」

「医療関係者と介護関係者が情報交換できる交流の場を確保する」「在宅療養者の情報を共有するた

めの統一的なフォーマットを作成する」が上位となっています。 

このことから、医療と介護事業者が利用者を中心とした共通の目標のもと、情報交換や交流を持ち

ながらお互いの機能の違いをいかしつつ、協働する仕組みを構築していくことが重要です。 

 

（５）在宅生活を支える施策の充実 

①在宅介護の実現に向けたサービスの充実 

要支援・要介護認定者調査では、介護保険制度をよりよくするために市が力を入れるべきこととし

て、居宅サービス利用者、施設サービス利用者、サービス未利用者の三者とも「市内に特別養護老人

ホームや老人保健施設などの介護施設を増やすこと」を最も多く回答しています。 

また、施設サービス利用者の今後生活したいところは、「特別養護老人ホームで暮らしたい」が最も

多く、上記の回答と一致していますが、居宅サービス利用者及びサービス未利用者はともに「家族な

どの介護を受けながら自宅で生活したい」「介護保険居宅サービスを受けながら自宅で生活したい」

が多くなっています。 

これに対し、ケアマネジャー調査では、量的に不足しているサービスとして、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら定期巡回訪問と随時対応を行う「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護」が最も多く回答しています。 

これらのことから、自宅で生活したい希望はあっても、家族に介護負担をかけたくない、また在宅介

護では対応しきれないので施設に入りたいと回答していることが推測されます。そこで、特別養護老

人ホームという選択肢もありつつ、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などのサービスの充実を

図り、市民が希望する在宅での介護の支援を進めていくことが必要です。 

 
②在宅生活を支える生活支援の充実 

介護支援専門員（ケアマネジャー）調査では、在宅生活を支えるために今後充実が必要と感じる介護

支援は、「相談・話し相手の訪問支援」が最も多く、「入浴のみの短時間の通所支援」「緊急時の短

期入所支援」と続いています。 

また、今後充実が必要と感じる生活支援は、「電球交換や雨戸の開閉等の軽微な家事援助」が最も多

く、「通院介助」「移動販売・食材配達」と続いています。一方で、ケアマネジャー業務を行ううえ

での課題は、「市内にインフォーマルサポートの種類が少ない」が最も多く約５割となっています。 

このことから、介護保険サービスだけではなく、介護保険サービスでは対応できない、一般的な暮ら

しを送るための生活支援サービスを求めていることがうかがえます。そのため、総合事業等において、

住民主体による多様なサービスの提供を検討する必要があります。 

 

③在宅療養機関の連携の仕組みの構築 

介護支援専門員（ケアマネジャー）調査では、在宅療養高齢者の急変時の医療機関へのスムーズな移

行は「あまり行われていないと思う」が２割半ばとなっています。また、高齢者の在宅療養を進めて
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いくうえで不足している機能は、「在宅療養をしている方の状況変化時に受け入れ可能な入院施設」

が最も多く７割弱、「訪問診療や往診をしてくれる診療所」が６割弱となっています。 

在宅での療養が安心してできるよう、在宅医療に対応できる医療機関を増やすとともに、緊急時に

おける連携の仕組みの構築が必要です。 

 

（６） 介護者への支援の推進  

市民一般調査では、市が優先して取り組むべきサービスとして、「家族介護者への支援制度を充実する

こと」が高齢者、第２号被保険者ともに２番目に多く、「訪問介護やデイサービスなどの介護保険居宅

サービスを充実させること」が３番目に多くなっています。また、要支援・要介護認定者調査では、介

護者支援として必要だと思うものは、居宅サービス利用者もサービス未利用者も「介護者が気軽に休息

がとれる機会づくり」「介護者に対する定期的な情報提供」「在宅介護者への手当」が多くなっていま

す。家族介護者の負担を軽減できるような機会の提供や、介護者同士の情報交換の機会を設けるなど、

介護者支援策の充実が必要です。 

 

（７）地域包括支援センター機能の一層の充実 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、日常生活圏域により、家族構成や住まい、外出の手段など

に環境の差異があることが明らかとなりました。 

また、地域包括支援センター別ワークショップでも、日常生活圏域ごとに、地域資源や取組状況、課

題が異なることがわかりました。 

本市では、地域包括支援センターを 11か所設置し、高齢者やその家族が居住地域で、いつでも気軽

に相談ができるように支援体制の推進を図ってきました。 

日常生活圏域ごとの状況に対応していくためには、地域に密着した地域包括支援センターの機能の

一層の充実を図り、それぞれの地域を分析し、適切な施策を進めることが必要です。 

 

（８）高齢者の住まいの選択肢の拡大  

要支援・要介護認定者調査では、施設サービス利用者の今後生活したいところは、「特別養護老人ホ

ームで暮らしたい」が最も多く、居宅サービス利用者及びサービス未利用者はともに「家族などの介

護を受けながら自宅で生活したい」「介護保険居宅サービスを受けながら自宅で生活したい」が多く

なっています。同様に、認知症になっても住み慣れた家で暮らしたいかどうかについても、施設サー

ビス利用者は「適切な施設があれば入所したい」、居宅サービス利用者及びサービス未利用者はとも

に「できることならば住み慣れた家で暮らし続けたい」が最も多くなっています。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするためには、その人自身のニーズや身体状況

に合った施設や住まいを選択することができ、また、介護の必要度に応じて、一般住宅からサービス

付き高齢者向け住宅、そして福祉施設へ住まい方を変えられる仕組みを充実する必要があります。そ

のためには、福祉施策と住宅施策を連携させ、高齢者の住まいの総合的な支援を行うことが重要です。 

 

（９）介護人材の確保・育成 

国では、新三本の矢のうちの「安心につながる社会保障」として介護離職ゼロを掲げており、その緊

急対策の１つに、求められる介護サービスを提供するための人材の育成・確保が挙げられています。 

介護保険サービス提供事業者調査では、職員の１年間の平均離職率は常勤で11.4％、非常勤で13.1％

となっており、１割強の職員の交代が毎年発生していることになります。離職理由は、常勤、非常勤

ともに「収入が少ない」「心身の不調、高齢」「いろいろな職場の経験希望」が上位となっています。 

また、職員の研修・教育等に関して困っていることは、「人材育成のための時間がない」が最も多く、

「研修を受講させる人的な余裕がない」と続いており、育成の余裕がないことがうかがえます。 

介護支援専門員（ケアマネジャー）調査でも、自立支援に向けたケアプランの作成が十分にできてい

ると「思う」が 5.7％、「少しは思う」が 68.9％となっており、しっかりと自信が持てているケアマ
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ネジャーは約５％にとどまります。また、ケアマネジャーとして市に望むことは、「介護保険に関す

る情報提供、研修の実施」が５割を超えています。 

職員が離職しないよう、職場の環境づくりや柔軟な勤務体制、キャリアアップなどの支援のあり方

を検討しつつ、人材の資質向上のため、都の研修支援事業等の施策を有効活用できるよう情報提供を

行っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 
 


